
章 節 条 項 号 頁
編章節条
（項見出し）

現行条文 章 節 条 項 号 頁
編章節条
（項見出し）

新条文

2 作業実施
　測量業務等は、「栃木県土地改良事業測量作業規程」（以下「規程」という。）（平
成２８年６月２９日付け農振第２９０号農政部長通知）により実施するものとする。

2 作業実施
　測量業務等は、「栃木県土地改良事業測量作業規程」（以下「規程」という。）（令
和６(2024)年5月２０日付け農振第１９１号農政部長通知）により実施するものとす
る。

２　　測　量　業　務　共　通　仕　様　書　新　旧　対　照　表

現行条文 新条文
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